
児童福祉法の一部を改正する法律案

に対する附帯決議

平成13年11月22日

参議院厚生労働委員会

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずる

べきである。

一、認可外児童福祉施設に対する監督の強化、児童

委員の活動の活性化等を通じて、児童の死亡事故

防止等の安全確保や児童虐待の未然防止に万全を

期すこと。

二、保育所の待機児童問題については、その解消を

目指して、保育所等の整備、受入れ児童数の拡大

を図るとともに、延長保育、休日保育、乳幼児健

康支援一時預かり事業、放課後児童クラブなどを

少子化対策推進基本方針及び新エンゼルプランに

基づき着実に推進すること。その際、子どもにとっ

てより良い保育を充実させる観点から、量の確保

のみでなく、質の確保を図ることに十分留意する

こと。

三、公有財産の貸付け等の措置により保育所の設置

運営を行う場合は、市町村が情報を公開し、保護

者の理解を得る努力をするよう指導すること。

四、保育士の養成課程の充実等、保育環境の改善に

引き続き積極的に取り組むこと。

五、「児童の権利に関する条約」の趣旨を踏まえ、児

童福祉法の理念及び在り方等について早急に検討

し、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるとと

もに、施策の実施に当たっては、児童の最善の利

益を考慮した取扱いが図られるよう努めること。

右決議する。
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